
住民基本台帳閲覧者一覧 
 

平成 19年度住民基本台帳閲覧者一覧を公表します。 
 

閲 覧 
年月日 

閲覧者 
（受託者） 

委託者 閲覧目的 対象者 
閲覧

件数 

  期 間 H18.11.1 ～ H19.10.31  

  
閲覧者 な し 

 

 
 

お問い合わせは・・・総務課総務係 ℡97-2121まで。 
 
 
 
 
 

 ・閲覧請求者の公表 
平成 18年 11月に住民基本台帳法が改正され、住民基本台帳の閲覧の状況を 
公表しています。 

 
 
 

《 閲覧ができる場合 》 
１． 国又は、地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために行うもの。 
２． 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究の用の供する目的で公益性 

の高いもの。 
３． 公共団体が行う地域住民の福祉向上を目的とする公益性の高いもの。 
４． その他営利目的以外の目的で公益上必要があると村長が認めたもの。 
 
☆ダイレクトメール作成等の営利を目的とした閲覧はできません。 

    


